
 

令和６年度 防犯灯設置事業費補助金（申請案内） 

 

市では、夜間の犯罪抑止と交通事故防止を図るため、自治会等でＬＥＤ防犯灯を

設置する場合、予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。 

 

〇補助対象 

ＬＥＤ防犯灯の新設・更新が対象です。 

   ※ 蛍光灯等 LED 以外の防犯灯設置、修繕・移設・管球の交換は対象外です。 

１自治会等につき、年間５基まで申請可能です。 

 

〇予算額 

５５０万円 

 

〇申請額  

設置費用の３分の２（1,000 円未満切り捨て、１基あたりの上限 15,000 円） 

 

下記の例のとおり、Ａ・Ｂのいずれか低い額を申請額してください。 

 

＜例１＞ 設置費用 120,000円・ＬＥＤ灯５基の場合 

Ａ  15,000円 × ５基   ＝ 75,000円 

Ｂ 120,000円 × ３分の２ ＝ 80,000円 

   ● 申請額は…Ａ 75,000円 

＜例２＞ 設置費用 55,000円・ＬＥＤ灯３基の場合 

Ａ 15,000円 × ３基    ＝ 45,000円 

Ｂ 55,000円 × ３分の２ ＝ 36,666円 

● 申請額は…Ｂ 36,000円 

 

※ 全体の申請総額が予算額を超える場合は、申請額から減額されます。 

補助金等交付決定通知書に記載の金額が、実際の補助金額です。 

 

〇受付期間  

令和６年５月７日（火）～令和６年 5 月３１日（金） 

※ 土・日曜日を除く。 

 

〇担当・受付 

市民くらしの相談室（市役所１階） ℡２８－６１４３ 

※ 申請書類は、川之江・土居窓口センターでも提出可能です。 



〇申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

〇 申請額より補助金額が減額となる場合がありますので、ご了承ください。 

〇 補助金額が減額となった場合も、申請した設置基数を設置してください。 

〇 維持管理費等を考慮し、設置計画を立てて申請してください。 

１．申請書類を提出してください。 

【受付期間】５/７（火）～５/３１（金） 

【提出書類】 

（１）補助金等交付申請書（事業計画書・収支予算書） 

（２）工事費見積書の原本（LED 灯であることを明記してあるもの） 

（３）位置図（住宅地図等に設置場所を記入してください。） 

（４）団体の金融機関口座通帳の写し（見開き 1 ページ目のコピー） 

【提出先】 

市民くらしの相談室（市役所１階）又は各窓口センター（川之江・土居） 

２．補助金の交付決定後、補助金等交付決定通知書と補助金等交付請求書を申請

者へ送付します。（６月下旬の予定） 

３．補助金等交付決定通知書が到着した後、防犯灯の設置工事に着手し、工事が

完成しましたら、施工業者へ工事費をお支払いください。 

４．請求書類を提出してください。 

【提出書類】 

（１）補助金等交付請求書 

（２）施工業者の領収書の写し 

【提出先】 

市民くらしの相談室（市役所１階）又は各窓口センター（川之江・土居） 

 

５．審査終了後、口座に補助金を振込みます。 


